


【寄附対象事業】 

  美咲町元気なまちづくり事業 

       （まち・ひと・しごと創生計画） 

 

    ア 地域で支え合うまちづくり事業 

    イ 安全・安心なまちづくり事業 

    ウ 元気に暮らせるまちづくり事業 

    エ 生きる力を育むまちづくり事業 

    オ 暮らしやすいまちづくり事業 

    カ 賢く収縮するまちづくり事業 

【条 件】 

  ◎１回あたり10万円以上の寄附が対象となります。 

  ◎寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは

禁止されています。 

  ◎美咲町内に本社（地方税法における主たる事務所または事業

所）のある法人は対象外となります。 

  ◎本制度の対象期間は、令和７年度までです。 

【お問い合せ先】 

  〒709-3717 

  岡山県久米郡美咲町原田1735 

  美咲町役場 みさき共創室 

  TEL：0868-66-1660 

  mail：kyoso@town.okayama-misaki.lg.jp 

 ◎内閣府企業版ふるさと納税ポータルサイト 

 https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html 

 岡山県美咲町の地方創生に関連する事業への活用のため、企業の

みなさまからの企業版ふるさと納税による寄附を募集しています。 


